
　　仮免許証は教習で使うための免許証です。絶対に運転しないで下さい。

２．免許された車種以外を運転すると無免許運転になります。

改正（平成19年6月2
日～平成29年3月11
日までに取得した普通
免許＜5ｔ限定免許＞

改正（平成19年6月1
日）以前に取得した普
通免許＜８ｔ限定中型
免許＞

車種 普通自動車

最大積載量 ２ｔ未満 ２ｔ以上３ｔ未満 ２ｔ以上４.５ｔ未満

車両総重量 ３.５ｔ未満 ３.５以上５ｔ未満 ３.５以上７.５ｔ未満

乗車定員 １０人以下

小型限定

◎無免許運転に該当すると

　　自動車学校卒業おめでとうございます。まもなく運転免許を手にすることになりますが、

　運転免許取得前後は次のようなことにご注意下さい。

※原付

５０ccを超え４００cc以下の二輪車
４００ccを
超える二輪車

５０cc以下

免許の種類

平成29年3月
12日以降に
取得した
普通免許

準中型免許 中型免許

準中型自動車

１０人以下・貨物限定

免許の種類

総排気量

愛知県公安委員会指定

５０ccを超え
１２５cc以下

普通二輪免許

大型二輪免許

１１人以上２９人以下

豊田自動車学校

自動車学校卒業後のお願い

１．卒業後、仮運転免許証で運転してはいけません。

　　■「知らなかった」では済まされません。

　　　下さい。（見た目だけでは判断できない場合があります。）

　　　運転をする際には必ず車検証で最大積載量と車両総重量（二輪は排気量）を確認して

　・普通二輪免許で４００ccを超える二輪車を運転した。

　・最大積載量は２ｔ未満でも、架装のため車両総重量が３．５ｔを超える車を運転した。

◎違反例（無免許運転）

　・免許取り消し（違反点数２５点） ・５０万円以下の罰金

　・欠格期間２年（２年間は免許の取得ができません。）

４.５ｔ以上６.５ｔ未満

７.５ｔ以上１１ｔ未満

中型自動車

平成２９年３月１１日まで

平成２９年３月１２日以降


